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襲

自

珍

の

{農
宗

説

小

島

砧

馬

一

翼
自
珍
は
字
を
鱈
人
、
號
を
定
庵
ε
稠
し
、
浙
江
省
仁
和
縣

の
人
で
あ
る
。
清

の
乾
隆
五
十
七
年

窟
同
旨

}
に
生

れ
、
道
光
二
十

一
年
(
戸
。。F
戸
)
に
五
十
歳
を
以
て
.残
し
た
。
父

の
麗
正
は
経
學
を
以
て
子
.弟
に
激

へ
著
書
数
種
あ
り
、

母
は
有
名
な
る
段
玉
裁

の
女

に
て
詩
集

一
答
あ
り
、
自
珍
の
學
由

っ
て
来
る
、所
あ
り
ご
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
彼
は

漸
く
長
じ
て
外
王
父
段
玉
裁
よ
り
説
文
の
學
を
受
け
、
二
十
八
歳

の
頃
よ
り
武
進

の
劉
逢
醸

に
從
ひ
公
羊
暮
秋
の

皿義
を
究
め
た
ゆ
そ
こ
で
経
學
及
び
金
石
の
學
に
は
叢
話
深
く
、
殊
に
経
學

に
閲
し
て
は
人
な
る
抱
負
を
有
し
て
居
.

た
も
の
＼
や
う
で
あ
る
』
彼
は
叉
西
北
地
理
の
學

に
糟
…し
く
、
且
経
世
の
論
に
長
じ
、
其
「
西
域
貴
行
省
議
」
は
後

世
李
鴻
章
が
見

て
大
礼
推
賞
せ
し
所

で
あ

る
(李
濡
章
、
黒
龍
江
述
略
序
)。
張
之
洞
や
易
順
鼎
が
學
者
を
分
類
す

る
に

営
、b
、
皆
自
珍
を
以
て
経
墨
家
史
墨
家
(輿
地
家
)
脛
濟
家
の
中
に
編
入
し
て
居
る
の
は
四(『國
朝
著
述
諸
家
姓
名
略
』
及
び

『國
朝
學
按
目
錬
』
)
蓋
當
を
得
た
も
の
ε
謂
ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。
然

る
に
調
戯
は
彼
を
批
評
し
て

「
先
生
経
術

に
於

い

て
は
必
し
も
名
家
に
井
す
、
.文
事
に
則
ち
前

に
唐
宋
な
し
」
へ「復
堂
日
記
』
二
M
ご
言

っ
て
居
る
が
、
誠
に
彼
の
最
勝
れ

て
居

る
黙
は
経
學
其
他

の
學
問
よ
b
も
、
、寧
ろ
文
章
に
在
る
で
あ
ら
う
。
尤
彼
は
天
才
的
の
學
者
に
し
て
其
丈
章

論

説
.

襲
爵
珍
の
農
票
読
.

第
十
巻

(第
六
號

四
;

七
六
五

ホ

O



.

」

輪

読

聾
自
珍
の
邊
翁
.

筆

管

(奨

號

四
三

七
糞

に
は
掛
る
虚
飛
躍
あ
b
・
頗

る
難
解
の
威
が
獣

な

い
。
饗

は
此
外
中
年
以
後
佛
激
に
心
酔
し
、
魏
源
の
吉
ふ

所

に
よ
れ
ば
破
目
身
共
激
理
の
深
微

に
到
達
レ
た
ε
吉
日
っ
て
居
泥
こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
(魏
速
足
庵
茂
葉
序
)。
彼
は
此

の
如
C
學
問
も
め
り
文
章
も
巧
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
三
十
八
歳

の
時
ま
で
會
試

に
及
第
せ
す
、
從

っ

て
其
官
歴
も
太
し
陀
も
の
で
は
な
く
、
其
生
涯
の
大
部
分
は
畢
問
著
述

の
方
面
に
費
さ
れ
π
の
で
あ

っ
た
。
以
上

の
如
慰

あ
嘉

ら
意

想
は
大
讐

於

い
て
経
術
を
書

す
る
も
、
亦
撃

百
家
に
出
入
し
、
必
し
も
魏

す

る
所
な
慰

の
匙

う
で
あ
る
・
著
す
所
の
書
薩

の
方
響

亘
最

多
・
れ
め
.る
も
、
多
姦

直
伏
し
て
後
に

傅

は
ら
す
。
今
日
吾
人
の
見
る
.こ
ご
を
得

る
も
の
は
、
経
學

の
著
述

ご
し
て
は
「
大
誓
答
問
」
「春
秋
法
事
比
容
問
」
.

あ
し
麦

詩
を
集
め
た
る
も
の
に
は
「定
塵
藁

」「
定
庵
緬
奮

『定
塵

給
遺
」
「定
庵
.養

補
篇
」憂

庵
表

補
』

「襲
定
庵
別
集
」
(・
れ
に
す
べ
て
佛
瞥

關
去

墾

)
「定
庵
詩
定
本
』
『定
庵
詞
定
本
』
遷

庵
集
外
来
刻
詩
」
鴛

る
の
み

で
あ
る
。
今
弦
に
は
彼

の
経
済
思
想
殊
に
其
農
宗
読
に
就

い
て
少
七
く
述

べ
て
み
や
う

巴
思
ふ
。

二

翼
自
珍
は
他
の
多
く
の
支
那
の
経
世
論
者

ξ
同
じ
く
、
先
づ
人
民

の
経
済
生
活

の
安
固
を
計
る
こ
ご
を
以
て
、

他
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
上
の
施
設
よ
b
も
先
務
手

べ
き
こ
墓

論
じ
て
居

る
。
彼
は
「
五
脛
大
義
終
始
論
」
(羅

髪

集
』巻
下
)
に
於

い
て

.

聖

人
之

道
。
本

二
天
人
之
際

一Q
腫

二曲

明
之
序
の
始
二
乎

飲

食
の
中
二
於
制
作

一。
終

四
手
聞
三
牲
異

議
天
道
の

,

9
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●

善

ひ
、
『
易
」
『
詩
自
書
」
謬

説
」
穿

の
妻

を
肌

い
て
飲
食

の
天
地
纏

い
で
窃

な
る
こ
ご
を
述

べ
・
始
め

罠

に
飲
食
姦

へ
た
る
者
を
以
て
.聰
明
の
人
な
る
も
の
為

し
、
凡
そ
禮

の
初
は
始

め
て
民
に
飲
食
を
與

へ
だ

る
も
の
を
祭
る
に
始
ま
,る
ご
し
て
居
る
。
又
「
五
経
大
義
終
始
答
問
」
(『定
庵
続
集
』
巻
二
)
に
於

い
て
「
誰
』
の
洪
範
八
政

を
以
て
公
羊
家
三
世
の
法
に
配
し
、
食
貨
を
以
て
撮
凱
の
世

の
政
治
に
當

つ
る
も
の
、
亦
経
済
を
以
て
政
治
の
第

}
要
件
ε
爲
す
の
意
を
寓
せ
ん
ε
し
た
ち
の
で
あ
る
。
以
下
紹
介
せ
ん
こ
す
る
彼
の
農
宗
説

の
如
き
亦
實

に
如
上

の
根
本
観
念
に
基
づ
き
説
き
出

さ
れ
た
る

一
種
の
肚
曾
政
策
に
外
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ

る
が
、
.今
之
を
叙
す
る
に

先
だ
ち
猶
少
し
一
述

べ
て
置

か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
率

均
篇
」
(『羅

牽

恕

上
反

び
「
論
私
」
(建

庵
璽

』巻
じ
の

二
篇
に
見
は
れ
た
る
彼
の
思
想
の
梗
概
で
あ
る
。

「李
均
篇
」
は
之
を

=
旨
に
て
盤
せ
ば
.不
孕
均
の
政
治
を
斥
け
て
平
均
の
政
治
に
復
さ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
、

今
少
し
く
具
艦
的
に
日
は
努
餐
當
相
齊
し
か
ら
ざ
る
　肛
會
を
矯
正
し
て
貧
富
懸
隔
郁
渉
淑
態
を
作
り
出
さ
ん
ご
す

.

る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば

一
.篇

の
眼
目
は
冒
頭
の
.

有
二
天
下
」者
。
莫
レ
高
二於
李
レ
.之
之
荷

一也
。

ε
い
ふ
に
在
乃
の
で
あ
る
。
斯
く
て
破
の
吉
に
從

へ
ば
、
原
始
肚
曾
に
於

い
て
は
君
民
相
祭

っ
て
醸
然
た
り
。
君

主
は
酒
を
盛
り
た
る
孟
を
取
b
、
.臣
は
之
を
酌
む

べ
き
勺
を
取
り
、
民
は
之
を
飲
む

べ
き
屈

を
取
る
こ

い
ふ
状
態

.

に
て
、
其
間
に
纏
濟
上
の
不
孝
等
を
認
む

べ
き
何
者
も
無
か
っ
た
が
、
後
世
に
及
ぶ
に
從
ひ
上
下
交
々
利
を
取
b

論

説

襲
自
珍
の
農
余
説

第
蓉

(第
六
號

四
三
)

七
六
七

・

「

「



●

諦

観

麗
日
珍
の
農
余
説

第
+
巻

(第
六
號

四
四

v

七
六
八

・

其
結
果
ε
し
て
或
は
満
ち
て
響

・
あ
駈
、
或
は
涸
れ
て
作
る
・
あ
、り
、
其
不
子
等
漸
一
甚
し
一
な
っ
た
為

し

更

に
語
を
継

い
で
次

の
如

く
盲

っ
て
居

る
。

・
貧
相
軋
。
宮
相

耀
。
貧
者

陪
。

富
者
安
。
貧
者
日

急
傾
。

富
者

日
愈

垂
。
或

似
羨
慕
。
或

以
憤

怨
。
或

以
驕
汰

或
以
音
容
。

潴
溜
託
異
之

俗
。

百
出

不
レ
可
レ
止
。

至
極

不
群
之
氣
。
鍵

二
於
天
地

之
間

一〇
鯵

レ
之
久
乃
必
嚢

。爲

二

兵
燹

㌔

爲
二
疫
癘

一。
生
民

嚥
類
。
靡

レ有
二
手
遣

一。
人
畜

悲
痛
。

鬼

肺
患
二
攣
置

一。

其

始
不
レ
過
丁
貧
富

不
二
相

.
齊

H老
鴬
上
レ
之
爾
。
小

不
二
相
齊

一。
漸

至
三
大
不
一一相
齊

口。
大

不
一一相

齊

一。
印

至
レ喪
二
天
下

】。

.

之
を
要
す

る
に
彼
は
千
萬
載
治
齪

興
亡

の
藪
は
総

べ
て
盈

富

の
相
齊

し
か
ら
ざ

る
結

果
に
過

ぎ
季

ε
爲

し
、
而

し

て
貧
富

の
懸
隔

愈
遠

け

れ
ば
概

亡
稔

速
に
、
貧
宙

の
懸

隔
稽

近
.け

れ
ば
治

李
梢

速

で
あ
冶

・し
爲
す

の
で
あ

っ
て

、

天
下

を
有

っ
も

の
之

を
理
想

の
状
態

に
復

さ
ん
ご

ε
を
徹

せ
ぱ

之
を
盗

る

、
者

よ
り
滴
り
て
之
を
足
ら

ざ

る
者

に

注
が
蒼

べ
か
ら
能
嘉

す

の
で
あ
る
。
但
其
之
を
覆
す
方
法
に
至
っ
て
は
、
彼
は
或
は
四
書

注
・
.言

ひ
、
或

は
三
畏
三
不
畏
ε
盲
ひ
、
す

べ
で
抽
象
的

の
こ
ε
の
み
を
擧
げ
て

一
も
實
際
上
の
施
設
に
就
き
て
言
ふ
も
の
が
無

い
。
光
被
は
此
篇
の
後
に
自

ら
記
し
て

「
靴
箱
を
草
し
て
復
七
年
乃
ち
農
宗
篇
を
作
る
、
此
篇
`
大
指
同
じ
か
ら

す
」
ε
言

っ
て
居

っ
て
、
根
本
思
想
に
於

い
て
彼
ε
此
ε
は
相
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
ε
す
る

の

で

あ

る

が
・
更
に
「
論
私
」
一
篇
の
意
を
明
か
に
せ
ば
其
思
想
攣
遷
の
裡
路
は
首
肯

せ
ら

る
≧

ε
、
受

。
但
そ
れ
で
は

「
李
均
篇
」
の
思
想
は
農
宗
読

に
於

い
て
全
然
失
は
れ
π
か
ε
い
ふ
に
、
其
必
し
も
然
ら
ざ
る
こ
ご
は
後
に
至
り
て

噛



自
ら
了
解

せ
ら

る

、
所

で
あ
ら
う
。

「
論

私
」
に
育

ふ
所

の
大
意

は
人
間

に
私
あ

る

こ
ε

を
是
認
す

る
も

の
で
あ

る
。
今
少

し
く
挾
義

の
語

を
用

ふ

μ

ば
人
間

の
利

己
.恥
を
是
認
す

る
も

の
で
あ

る
。
其

説

に
曰

は
く
、

瓦

聖

帝
哲
后

。
明
認
大
號

。幼
二
勢
於
在

原

一。
沓
二
嵯
於

在
廟

一。
皇
臣
書
レ
之

。究
一真

所

レ爲

之
實

一。
亦
不

レ
過
レ
日
下庇

二

我
子
孫

一。
保
中
裁

国
家
上
而
已
。
何

以
不

レ愛

ゴ
他

人
之

国
家

一。

而
愛
二
其

国
家

「。
何
以

不
レ庇

二
他
人
之
子
孫

一。

而
庇

二其

手
孫

一。

且
夫
忠

臣
憂

悲
。
孝

子
涕

涙
。

寡

妻
帯

レ雌
。
拝
二
門

戸

H。
.保
二
家
世

一。
聖

哲
之
所

レ哀
。

古

今
之
所

・鍛
。
皮

冊
之
所
・
紀
。
詩

歌

之
所
・作

。
忠

臣

何
以
不
レ
患
二
他
人

之
君

一。

而
患
二
英
君

一。孝

子
何
以

下
レ

・
慈
一地

人
之
親

一。
.而
慈
】一真
親

一。
寡
妻

貞
婦
何

以

不
レ
公
=
此
身

於
都
市

一。
、乃

私
自

責
。
私
印
藻

也

。

彼

は
是
を
以

て
人
間

は
す

べ
て
自

己

の

一
身

】
家
を

中

.心
ご

し
て
利

己
的

に
活
動
す

る
も

の
で
あ
る
、
且

又
古
京

か

、
る
利
己
的
活
動

を
是
認
し

て
肚

會

の
秩
序

は
維

持

さ
れ

て
來

π
も

の
で
あ

る
ε
駕
し
、

而
し
て
若

し
か

＼
る

利
己
心
が
道
徳
的

に
非

な
り

ビ
盲

ふ
な
ら

ば
、
天

下
国

家
を
他

人

に
予

へ
ん
ざ

せ
し
燕

の
子

喰
や

漢

の
哀

帝

は
文

武
周

公
よ
b
も
聖

な
る

べ
く
、
兼

愛
差
等

な
き
を
唱

道

せ

る
墨

子

は
、
「
人

々
其
親

を
親

ε
し
其
長

を
長

ε
し
て
天

下
卒

な
ら
ん
」

ε

い

へ
る
孟
子
よ

り
紅
賢

で
な
く

て
は
な

ら

ぬ
ε
冒

っ
て
居

る
。
且
彼
は
』
磯
天
地

の
問

に
至

公

無
私

ε

い
ふ
が
如

き
こ

ε
は
有

る
筈

の
も

の
で

な

い
ご
寫
し
、
天

地
自

然

の
現
象

に
む
猶
私

あ
る
こ

ε
を
指
摘

し

た
る
後

、
叉

次

の
如

く
育

っ
て
居

る
。

諦

観

襲
白
沙
の
農
崇
醗

第
十
巻

(第
六
號

四
五
〕

七
六
九
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論

説

翼
自
珍
の
農
宗
説

第
+
巻
.
(第
六
號

四
六
▼

七
七
σ

.

大
饗
交
禽
嬉
。
不
レ避
二
人
於
白
書

「。
無
レ
私
也
。
若
レ
人
則
必
有
二
閏
閣
老
蔽
。
房
帷
之
設
。
枕
席
之
匿
。
禎
頼

・
之
拒

一尖
。
禽
之
相
交
。
樫
直
付
私
。
軌
疏
耽
溺
、

一
硯
無
レ
差
。
街
不
レ知
二
父
子
の
何
有
}【朋
友
4
若
レ人
則
必

有
二
就
薄
敦
厚
之
氣
誼

[。
因
有
二
過
從
謙
游
。
.相
接
相
引
。
敷
面
無
私
定
事

一実
。
今
日
一一大
公
無
私

一。
則
人
耶
。

則
禽
耶
。

其
論
奇
矯

で
は
あ
る
が
而
も
根
本
的

の
議
論
で
は
な
く
、
且
多
少
の
矛
盾
も
含
ま
れ
て
居
る
ε
思
ふ
コ
惟
ふ
に
彼

は
現
在
の
肚
會
に
行
は
る
、
習
慣
叉
は

一
般
の
人
情

ε
い
ふ
が
如
き
も
の
を
基
礎
ε
し
て
蹄
納
的
に
其
私
.心
是
認

論
を
立
て
た
の
で
あ

っ
て
、
前
の
「
牛
均
篇
」
の
理
想
状
態
を
古
代

に
想
定
し
、
そ
れ
よ
り
寧

ろ
演
繹
的

に
雫
等
説

を
主
張
す

る
も
の
ご
は
頗

る
立
場
を
異
に
せ
る
議
論
で
あ

る
。
若
七
光
論
法
に
從
は
ゴ
「
竿
均
篇
」
に
於
て
も
現
在

の
肚
會
に
存
す

る
貧
富
の
懸
隔
は
亦
自
然

の
勢
な
り
ご
し
て
之
を
是
認
せ
ざ
る

べ
か
ら

ざ
る
こ
ぜ

、
な
る
わ
け
で
.

あ
る
。
是
に
於

い
て
か
彼
は
「千
鈞
篇
」
の
思
想
に
訂
正
を
加

へ
て
遂
に
其
農
宗
説
を
樹
立
す

る
に
至

っ
た
も
の
で

め
ら
う
ε
思
ふ
。

一
昌

、

-

r

、

尊

是
よ
り
愈
彼

の
「
農
宗
」
(『
定
庵
文
集
」
巻
上
)
の
誘
の
大
要
を
述

べ
ん
ご
す

る
の
で
あ

る
が
、
藪
に
謂
ぶ
所
の
農

宗
の
宗
は
即
ち
宗
法
の
こ
ご
に
し
て
.
古
来
支
那
の
肚
會
を
支
配
し
凍
り
π
る
家
族
制
度

の
義
で
あ
る
。

一
言

に

し
て
言

へ
ば
此
家
族
制
度
ご
農
業
経
済
ご
を
結

び
付
け
た
る

「
種
の
耐
會
政
策
が
即
ち
所
謂
「
農
宗
」
で
め
る
。
「
農



■

宗
」
め
誘
は
大
髄
之
を
二
つ
.の
部
分
に
分
つ
こ
ご
が
出
来
る
の
で
あ

っ
て
コ
前
年
は
則
ち
歴
史
的
研
究
で
あ
b
、

後
牟
は
則
ち
彼
の
理
想
で
あ
る
。
.

'

彼
は
最
初
に
A
「
日
の
肚
曾
の
組
織
や
制
度
の
宙
乗
を
稽

へ
て
先
づ
次
の
如
き
疑
問
を
提
出
し
て
居
る
。
日
は
く

古
米
だ
后
王
君
公
有
ら
す
、
始

め
て
之
れ
有

っ
て
人
骸

か
ざ
る
は
何
故
で
め
る
か
。
古
未
だ
禮
樂
刑
法
有
ら
す
、

始
め
て
之
れ
有

っ
て
人
疑
曜
せ
ざ
る
は
何
故
で
あ
る
か
・し
。
而
し
て
彼
の
之

に
劃
す
る
答
は
如
何
ご
観
る
に
、
彼

は
先
づ
今
.日
の
肚
會
の
組
織
や
制
度
は
す
べ
て
書
く
農
業
に
起
因
す

る
も
の
な
⇔
ε
断
ず

る
の
で
あ

る
。
そ
・
.
}
で

肚
會
草
創
の
際

に
在
り
て
は
人
は
す

べ
て
農
民
で
あ
る
。
帝
王
ε
誰
其
初
昔
農
民
で
あ
る
。
唯
共
領
有
す
る
所
の

士
庶
く
し
て
穀
.を
出
す

こ
嬉
多
く
.
其
子
孫
を
庇
護
す

る
に
足
る
も

の
が
推
さ
れ
て
君
主
こ
な

っ
た
ま
で
球
あ
る

自
分
等
で
推
す

の
で
あ
る
か
ら
始
め
て
之
れ
有

っ
て
も
骸
か
な

い
筈

で
あ
る
。
又
禮
樂
刑
法
ご
い
ふ
も
の
も
家
族

を
團
結
せ
し
め
肚
會
の
秩
序
を
維
持
す

る
方
法
ξ
し
て
農
民
の
承
認
し
だ
る
も
の
に
外
な
ら
灘
、
自
ら
承
認
す

る

の
で
あ
る
か
ら
疑
懼
し
な

い
の
が
當
然
で
あ
る
レ
此
の
如
く
な
胤
が
故
に
か
の
天
下
の
大
分
は
上
よ
り
下
に
及
ぶ

も
の
な
b
巴
濡
し
、
天
子
は
天
意
を
受
け
て
下
民
を
治
む
る
も
の
な
b
こ
い
ふ
が
如
き
説
は
す

べ
て
誤
れ
る
考

に

て
噺
凡
そ
肚
會
は
「
先
づ
下
有

っ
て
而
し
て
漸

く
上
荷
b
」
、
下
よ
り
推
戴
す
る
の
極
遂
に
天
意
な
ご
に
結
び
付
け

て
真
説
を
帥
聖
に
す

る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
彼
の
自
問

に
謝
す
る
答
案

に
し
て
亦
實
に
彼
の
農
宗
説

の
前
提
で
あ
る
。
而
し
て
彼

は
真
中

に
含
ま
る
、
肚
會
契
約
説
よ
り
も
人
民
皆
農
ξ
い
ふ
難
に
力
を
入
れ
て
以
下
.

論

説

襲
白
珍
の
農
宗
就

第
十
巻

(築
山ハ號

四
七
)

七
七
「

閾

¶

0
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論

説

襲
爵
珍
の
腰
搬
説
.

第
+
谷

(第
六
號

四
八
)

七
七
二

の
説

を
導

き
出
す

の
.で
め
る
。
.
.
.
.
、

,

搬
以
上
の
如
ぐ
に
し
て
成
立
せ
る
肚
會

に
於

い
て
之
を
統

一
す

る
最
有
力
な
る
制
度
は
何
な
り
や

ご
い
ふ
に
、

彼
に
從

へ
.ば
足
れ
は
人
々
の
親
族
關
係
を
規
定
す

る
宗
法
で
あ

る
こ
す

る
の
で
あ
る
。
古
聴
君
主
.若
く
は
父
兄
の

同
じ
く
親
し
乱
れ
同
じ
く
奪
ま
れ
、
而
し
て
其
尊
親
の
能
く
長
久
な
・る
所
以
、
又
古
時
家
を
治
む
る
ε
天
下
を
治

●

む
る
ε

一
以
て
之
を
貫
く
も
の
あ
る
所
以
は
、
皆

こ
、
に
水

つ
く
ε
.す
る
の
で
あ
る
ゐ
古
來
或
は
宗
法
は
天
子
諸
.

侯
卿
大
夫

に
限
り
、
庶
人
に
は
宗
法
あ

る
を
得
す
ご
す

る
説
あ
る
に
謝
し
、
彼
は

「
禮
莫
レ剛初
二
於
宗
↓
惟
農
爲
二

初
着
τ
宗
」
ぜ
吉
ひ
、
耽
會
に
現
は
れ
た
る
最
初
の
禮
は
實

に
此
宗
法
に
し
て
、
從
.つ
て
此
宗
法
は
最
初
に
砒
會
を

形
作
れ
る
農
民
帥
ち
庶
人
階
級
に
於

い
て
始
め
て
行
は
れ
だ
り
ε
爲
す
の
で
あ
る
。
而
毛
て
彼
は
其
所
謂
農
民
の

宗
法
を
述

べ
て
次
の
如
き
も
の
ε
言

っ
て
居
る
。

百
畝
之
農
。
有
二
男
子
二
の
甲
爲
=
大
宗
幻
乙
鳥
二
小
宗
の
小
宗
者
。
帝
王
之
上
藩
。
賓
農
之
鯨
夫
也
。
有
二
小
宗
.

之
飴
夫
プ
有
二
群
宗
之
飴
夫
司
小
宗
有
二
男
子
二
司
甲
爲
一一小
宗
司
乙
爲
二詳
察
の
群
宗
者
。
帝
王
之
群
藩
也
。
飴

・夫
定
長
子
爲
二
飴
夫
の
大
宗
有
一手

三
四
人
若
五
人
⑩
丙
丁
爲
"癖

宗
叩
戊
間
民
。
小
宗
飴
夫
有
一手

三
人
両
丙
間

民
。
群
宗
籐
夫
二
有
子
二
人
の
乙
間
民
。
間
民
使
レ
爲
レ佃
。
問
民
之
爲

・佃
。
帝
王
宗
室
群
臣
也
。

要
す

る
に
彼

の
所
謂
宗
法
は
大
宗
小
宗
群
京
間
民

の
四
種

の
民

よ
b
成
立
つ
の
で
み
つ
て
、
農
民

に
し
て
男
子
二

人
あ

る
時
は
㍉
長
男
は
大
宗

ε
爲
り
次
男
は
小
宗

ε
爲
る
。
大
宗
の
家
に
男
子
数
人
あ

る
塒
.は
、
長
男
は
大
宗
を



襲
ぎ
次
男
は
立
っ
て
小
宗

ε
爲
り
、
三
男
四
男
は
皆
立

っ
て
群
宗

蓬
爲
レ
、
五
男
以
下
は
間
民

ご
為
る
。
小
宗

の
.

家

に
男
子
数
人
あ
る
塒
は
、
.長
男

は
小
宗
を
襲
ぎ
、
次
男
ば
群
宗
ε
爲
り
、
三
男
以
下
は
間
民
ε
爲
る
。
.群
宗
の

家
に
男
子
数
人
あ
る
時
は
、
長
男
は
群
宗
を
襲
ぎ
次
男
以
下
間
民

ε
な

る
の
で
あ

る
。
而
し
て

上
古
不
レ諦
レ
私
。
…
…
…
父
不
レ
私
レ
子
則
不
慈
コ
.子
不
レ
業
レ変
則
不
孝
。
飴
子
不
レ奪
二
長
子
一
則
不
弟
。
長
子

不
レ
階
二
飴
子

一則
不
義
。

ご
吉
ひ
、
宗
法
が
人
類
の
親
族
に
私
す

る
利
己

一6
に
本
つ
く
も
の
な
り
ご
寫
す
黙
は
、
彼

の
「
論
私
」
の
思
想

ご
対

照
す
れ
ば
更
に
明
瞭
な
る
も
の
が
あ
ら
う
ε
思
ふ
。

彼
は
以
上
を
以
て
實
際
上
古
の
肚
會

に
行
は
れ
だ
る
事
實
の
歴
良
的
研
究

の
如
く
記
せ
る
も
其

「
古
着
無
レ夾
角

ほ

用
二
潭
稽

一而
可
レ
知
也

」
ご

い

へ
る
に
よ
b
て
も

明
な

る
が
如
く
、
事
實

ご
し

て
の
憎
値

は
甚
乏

し
き
も

の
に
し

て

唯
彼

の
想
像

に
本

つ
く
も

の
、
更

に
適

切

に
言

は
雪
彼

の
理
想

ε
す

る
宗

法
を
古
代

に
想

定
し
た

る
に
過
ぎ
ざ

る

、

も

の
で
あ
る
。

四

次

に
彼

は
以
上

の
所
謂

歴
史
的

事
實

に
本

づ
き

、

後
王

の
取

る

べ
き
制
度

ε
補
し

て
自

己

の
理
想
案

を
次

の
如

く
述

べ
て
居

る
。
日

は
く

請

定
二
後
王
法
ゆ
百

畝
之
田
。
不

レ能
一一以
凋
治

而
役

二
佃
五

明
鯨
夫

二
十
五
畝

。
亦
不

レ能
二
以
濁
治

司
役
=佃

「
司

論

説

聾
面
珍
の
農
宗
親

第
十
巻

(第
六
號

四
九
)

七
光
三



講

読

襲
自
珍
の
農
宗
説
.

一

策
+
巻

(第
六
號

五
9

七
七
四

大
凡
大
宗

一
。
小
崇
若
群
宗
四
。
鴬
二
田
二
百
畝
4
則
養
二
天
卜
無
レ
田
者
九
人
過
熱
而
天
子
有
二
旧
十
萬
畝
四
則

天
下
無
レ
田
亦
不
二
饅
爲
㍗
益
者
。
四
千
有
五
百
人
.
大
照
田
四
十
萬
。
則
農
爲
二
天
子

一養

良

禽
八
千
人
司
什

一

之
賎
俗
不

レ與
。

佃
即
ち
問
民
は
田
を
有
せ
事
人
に
傭
は
れ
て
耕
作
に
任
ず
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
大
宗
に
し
て
田
百
畝
を
有
す

る
も
の
は
間
民
五
人
を
役
す

べ
一
「、
小
宗
若
く
は
群
宗
に
し
て
田
二
十
五
畝
を
有
す
る
も

の
は
間
民

一
人
を
役
す

べ
き
こ
ε
、
す

る
。
此
間
民
は
先
づ
同
姓
の
も
の
を
取
り
、
同
姓

の
も
の
足
ら
ざ
れ
ば
異
姓
を
取

る
。

か
く
て
藪

、

に
田
四
百
畝
め
.ら
ば
、
大
宗
小
宗
群
宗
各

一・家
の
外

に
、
間
民
牛
角
四
人
孚
を
養
ひ
得

る
割
合
ε
爲
る
。
暴
れ
魚

田
の
間
民
を
作
り
て
も
衣
食
に
窮
乏
す

る
が
如
き
こ
ざ
無

き
を
得
し
む
る
所
以
で
あ

っ
て
、
從

っ
て
窮
乏
の
飴
良

民
の
流
れ
τ
無
頼
の
徒
ざ
化
す
る
が
如
き
弊
害
を
救
ふ
こ
ε
、
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
間
民
が
其
宗
家
等
の
爲

め
に
耕
作
に
従
事
す

乃
は

「
仰

い
で
真
宗
に
養

っ
て
貰
う
ご
い
ふ
意
味
に
罪
す
し
て
、
天
下
の
矯
め
北
穀
を
出
す

ε
い
ふ
大
任
を
書
す
こ
ご

で
あ
る
」
ε
し
て
あ
る
。
是
は
後
に
述
ぶ
る
所

の
間
民

一
人
の
生
計
費
が
大
宗
小
宗
等

の
]
人
の
生
計
費
ざ
略
同
額
な
る
こ
ε
や
、
間
民
も
他
の
同
族

ご
同
じ
く
官
吏
ε
爲

る
の
資
格
を
有
せ
し
む
る
等

の
事
實
ε
併

せ
考

へ
て
、
彼
が
大
宗
よ
い
問
民
に
至
る
間

に
肚
會
上
経
済
上
の
差
別
を
な
る

べ
く
少
し
す

る
二
ε

に
留
意
せ
し
こ
ε
を
看
取
す
.る
こ
ε
が
出
家

る
。
猶
「
農
宗
附
圖
」
に
説
明
す
る
所
に
よ
れ
ば
大
宗
は
必
ず
其
佃
を

世
襲
し
、
小
家
及
び
群
宗
の
始
め
て
立

つ
ε
き
は
大
宗
は
別
に
田
二
十
五
畝
を
請
ひ
て
之
に
與

へ
、
小
寒
詳
察

は

、



.粍

之
を
世
襲
す

る
。
而

し
て

い
つ
れ
も
六
十
歳

に
し
て

襲
¢

こ
ε
、
な

っ
て
居

る
。

次

に
大
宗

及
び
絵
夫

(即

ち
小
宗
群
宗

)
が
直
畝
若

一
は

二
十
五
畝

の
収
穫
を

以
て
如

何
な

る
方

面

に
消
費

し

、

以

て
共

生

を
樂
む

か
ご

い
ふ

に
、
曰

は
く

「
百

畝

之
宗
。

以
二
什

『

爲

レ宅

。
以
二
代

『

出

二
相

視

「奉

レ
上
。

…
…
以
二
代

『

食

族

之
佃

一。
…
}
大
宗
有
二

十

口

噂。
實
食

三

†
畝
。
桀
苧

木
綿
付

黍
果
菰

十
畝

。
羅
三
十
畝

。
以
二
三
十
畝
之

糎

「治
=
家
具

一。

文
目
は

く

飴
大

家
五

]
。
宅
五

畝
。
實
食
十
畝

.
以

一一二
畝
宇

一視
。
以
三

一畝
宇

「佃

レ食
。

以
三

「畝
宇

一治
二
疏
苧

「。

以
二

二
畝

雫

一躍
。
自
ご
實

食

一之
外

。
老
視

圃
耀
佃

。
王

者

母
レ
或
二
一
屡

一。
.

是

に
由

っ
て
観

れ
ば
大
宗

餓
大

宝
よ

つ
て

分
配
の
率

は
異

る
も
、
其
土
地

叉
は
吸
入

を
使

用
す

べ
き
事

項
は

一
定

.

せ
ら
れ
、
す

べ
て
宅
地
、
園
圃
看

視

の
財
源
、
間
馬
を
養

ふ
の
資
料
、
自
家
の
食
料
.
友

び
家
具
を
購
ふ
の
費

に
嘗

て
ら

れ
て
居

る
。
.而

し
て
之

に
よ
れ
ば
大
宗

ε
絵
夫

・し
の
生
活

に
於

い
て
多
少

程
度

の
差
異

を
生
寄

る
が
如

く
見

ゆ

る
。
例

へ
ば
彼
等
.の
自

家

の
食
料

に
就

い
て
見

る
も
、
.大
宗

は
十

口

に
し
て
三
十
畝

を
食
す

る
に
、
飴

夫

は
五

口

に
し
.て
十
畝

を
食

し
、
叉
大
宗

は
十
畝

の
入

を
以

て
間
民

五
人
を
養

ふ

に
、
鯨
夫

は
こ
畝

孚

の
入
を
以
て

間
民

】
人
を
養

ふ
が
如

き
即
ち

そ
れ
で
あ

る
。

然

る

に
.
「農
宗
附

圖
」

の
説

明

に
よ
れ
ば

、
父

母
署
す

れ
ば
必

歩

宗
子

の
家

に
養

は
る

＼
が
故

に
、
大
宗

は
十

口
を
以

て
牽

ε
し
、
小
宗

は
五

口
を
嵐

て
奉

ご
窟

ε
篤
し

、
且

「
是

論

説
.

翼
白
砂
の
農
票
読

第
十
巻

(第
六
號

五

一)

七
七
五

'

「



挿

「

」
偶

■

離

脱

襲
白
砂
の
農
宗
説

・

第
十
巻
.
(第
六
號

五
二
)

七
七
六

牽
を
過
ぐ
る
ε
難
亦
食

ふ
に
足

る
」
ざ
い
へ
る
を
見
れ
ば
、
此
割
合
は
唯
大
磯
の
標
準
を
示
し
陀
る
に
過
ぎ
ず
し

て
、
要
す
る
に
大
宗
よ
り
間
民

に
至
る
ま
で
三
献
乃
至
二
畝
の
入
を
以
て

一
人

一
年

の
食

に
當

つ
る
ε
い
ふ
程
の

意
で
め
ら
う
。
而
し
て
大
宗
は
前
に
い
ふ
が
如
く
不
生
産
看
た
る
老
人
を
多
く
養
ふ
こ
ご
を
要
す

る
に
反
し
一
飴

売
の
養
ふ
所

の
不
生
産
者
は
い
つ
れ
も
小
見
な
る
等
よ
り
考
ふ
れ
ば
、
大
騰

に
於

い
て
両
者
生
活
上
の
不
公
平
は

除
か
る

、
の
で
あ
ら
ろ
。
且
間
灰

に
至
b
て
は
別
に
宅
地
園
圃
租
税
の
財
源
を
要
せ
す
、
家
具
衣
服
の
如
き
亦
大

宗
慾
気
の
支
給
す

る
所
な
る
ぺ
け
れ
ば
、
其
生
活
は
亦
大
宗
飴
夫
に
比

べ
て
決
し
て
貧
弱
な
り
ε
い
ふ
こ
ご
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

文
展
票
読

の
示
す
所
に
よ
れ
ば
天
子
を
除
く
外

に
は
大
宗
よ
り
間
民

に
至
る
四
等

の
農
民
あ
る
の
み
航
し
て
、

此
外

に
士
大
夫
な
ご

＼
稠
す

ム
階
級
を
認
め
ざ
る
も

の
、
や
う
で
あ
る
。
然
ら
ば
官
吏
ε
な
U
て
政
治
の
任
に
當

る
も
の
は
何
人
が
あ
る
か
ξ
い
ふ
に
、

こ
れ
は
.や
は
b
農
民
中
よ
り
出
つ
る
こ
ビ
、
な
っ
て
居
る
。
曰
は
く

本
百
畝
者
追
而
仕

。謂
一一之
貴
政
之
農
の
水
仕
者
追
而
守
二
百
畝
明
謂
二
之
繹
政
之
農
明
六
不
一一百
畝
一着
追
而
仕
。

謂
=
之
充
宗
之
晨
明
本
仕
者
氾
而
不
二
百
畝
の
謂
二
之
復
崇
之
農
の
仕
世
絶
。
本
人
宗
者
復
爲
ン宗
。
本
小
宗
者
復

爲
二
小
盗
一
本
群
宗
着
復
爲
二
群
宗
4
本
聞
負
腹
爲
凹一問
民
の

即
農

民
が
進
ん
で
官
吏

ε
な

る
高

階
に
、
万骨

吏

が
其
職
を
罷
む
れ
ば
復
も
あ

農
民
に
復
露
す

る
の
で
昂

る
.
而
し
て
大
宗
よ
じ
間
民
に
至
る
ま
で
其
官
吏
ε
な
る
資
格
に
就

い
,て
何
等
の
差
別
を
認
め
て
な
い
の
で
あ
る

ノ

.ジ



.

`

`

・

而
し
て
官
吏

の
生
活
は
如
何
し
て
保
障
す
る
か
ピ
い
ふ
に
、

凡
農
之
仕
爲
二
品
大
夫

一着
。
則
有
二
藤
田
「。
4:
…
…
田

一
品
者
四
世
。
二
三
品
三
世
。
四
品
二
世
、
五
品

一
世
。
.

皆
勿
レ
視
。
勿
レ予
レ
俸
。
六
品
以
下
予
二
之
俸
一。

ε
言

っ
て
居
る
。
即
ち
六
品
以
下
の
官
は
之
に
俸
祿
を
與

へ
、
五
品
以
上
は
之
に
俸
祿
を
與

へ
す
し
て
藤
田
を
與

へ
る
。
而
し
て
高
官

に
上
り
し
も
の
は
官
等
に
慮
じ
て

一
世
乃
至
四
世
の
間
其
地
位
を
世
襲
せ
し
ひ
る
こ
ε
、
な

っ
て
居
る
。
尤
此
世
襲

に
は
制
限
が
め

つ
て
「
嬬
妾
之
養
不
レ
備
則
不
レ世
。
祠
祭
弗
レ
如
レ式
不
レ
世
。
不
レ辮
二
寂
粟
一

亦
不
レ世
。
食
妖
服
妖
不
レ世
。
同
姓
訟
亦
不
ゼ
世
」
ε
あ
る
。
而
し
て

「
家
受
二
阻
蹄

二田
於
天
子

一」
ざ
あ
れ
ば
農
民

の
官
吏
巴
な

る
場
合
に
は
田
を
天
子
に
蹄
し
、
典
麗
に
復
蹄
ぐ
る
や
叉
請
う
て
之
を
受
一
る
も
の
で
あ

っ
て
、
其

世
襲
は
之
を
許
し
て
居
れ
ご
其
私
有
は
許
し
て
居
ら
な
い
も

の
、
や
う
で
あ
る
。
.

此
外
農
宗
説
に
於

い
て
は
猶
日
用
品
の
標
準
償
格
を
示
し

「
木
耳
直
二
葛
布
匹
↓
絹
三
レ之
、
木
棉
之
布
睨
レ絹
」

こ
い
ひ
、
其
他
諸
道
具
の
便
な
ざ
も
例
示
し
て
居

る
。
而
し
て
此
等
貨
物
の
交
換
は
な
る
べ
く
貨
幣

の
媒
介
を
借

ら
壷
物
々
交
換
を
行
は
し

め
ん
ε
し
、
貨
幣
は
僅

に
已
む
を
得
ざ
る
場
合
之
を
用
ふ
る
に
止

め
ん
ざ
し
、「
百
家
之

城
・
有
二貨
百
重

+
家
之
市
、
有
=
泉
+
饗

」
そ
れ
に
て
足
を

し
て
居

る
。
是
砦

同
様
の
こ
ε
が
「
乙
丙
之
.

際
塾
議

第
十
六
」
(『定
庵
縛
集
』巻
二
)に
も
あ

っ
て
て

其
末

に

行

レ此

三
十
年

。
富
民

所
臥
怯
惜

4
非

レ
貨
焉

。
貧

民
所

二
散

銭
怨
歎

司
非

レ
賃
焉

。
桀

黙

36
計
者
。
追
而

役
一一南

論

説

醜
自
珍
の
愚

幾
.

第
+
巻
費
第
六
號

五
三
)

七
七
七



論
.
説

襲
爵
珍
の
農
票
読

第
十
巻

(第
六
號

五
四
)

七
七
八

畝
川
面
天
下
後
索
擾
二
擾
貧
奥
レ富
之
名
】爲
。

ε
嘗

へ
.る
も
の
、
盤
共
理
由
を
説
明
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
猶
同
時
に
彼
は
極
力
奢
侈
を
排
斥
し
て

謙
下
種
一一藝
食
妖

一辣
二
地
喜

「者
加
昊
二
其
頭
於
瀧
明
渡
二
其
三
族
】爲
レ奴
。

窪

い
ひ
、
奢
侈
品
の
生
産

に
従
事
し
地
力
を
清
托
す

る
も
の
は
、
之
に
重
刑
を
科
す

べ
し
ε
て
威
嚇

し
て
居
る
の

で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
彼

の
農
宗
説
は
前
に
も

一
吉
せ
る
如
く

一
種
の
理
想
状
態
を
舌
代

に
想
定
し
、
そ
れ
よ
b
演
繹

的
に
立
論
し
た
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
併
し
其
輪
中
一
現
在
肚
會
上
に
存
す

乃
人
間

の
不
卒
等
を
、
何
等

か
の
形
.

式

に
於

い
て
承
認
せ
ん
ξ
力
め
て
居
る
黙
は
、
・彼
の
「
李
均
篇
」
の
輩
に
理
想
肚
會
の
み
を
観

て
、
全
く
現
在
肚
會

を
考
慮
の
中
に
置
か
ざ
b
し
も
の
に
比
し
大
に
趣
を
異

に
し
來

つ
だ
も
の
ぜ
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

五

げ

旨
以
上
は
襲
自
珍
の
農
宗
説

の
大
略
で
あ
る
が
、
彼
の
所
説
は
之
を
抽
象
論
ε
し
て
観
れ
ば
稽
細
目

に
立
入
り
過

ぎ
て
居
り
、
さ
b
ざ
て
貴
行
案
ε
し
て
観
れ
ば
あ
ま
b
に
粗
漫
に
失
す
る
嫌
が
あ
る
。
殊

に
支
那
の
學
者

の
通
弊

、
ε
は
書
ひ
乍
ら
、
其
数
字
を
以
て
す

る
説
明
の
杜
撰
な
る
は
か

、
る
種
類
の
議
論

ξ
し
て
は
甚
物
足
ら
空
思
は
る

る
所
で
あ
る
。
唯
大
艦

に
於
い
て
彼
の
意
の
存
す
る
所

に
就

い
て
之
を
観
る
に
、
農
宗
説
に
在
り
て
は
極
端

に
農

業
生
産
を
重
ん
ず
る
ξ
い
ふ
こ
ざ
が
其

一
特
徴
で
あ
る
外
に
、
前

に
あ
げ
た
る
彼

の
「
李
均
篇
」
ピ
「
請
払
」
嬉
の
思



●

浄

・

想
が
並
び
存
す
る
こ
ご
を
威
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
帥
ち
彼
自
身
が
利
己
心

に
水

つ
く
ε
せ
る
宗
法
を
是

認
す
る
黙
は
「
論
私
」
の
主
旨
に
外
な
ら
す
し
て
、
當
時
唯

一
の
生
産
手
段
た
る
土
地

ε
人
口
ご
の
公
卒
な
る
配
當

畠

.

を
案
出
[せ

る
所

は
其

「
李
均
篇
」
の
思
想

の
残
留

せ
る
も

の
嘘
謂

ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
農
家
読

は
共
大
盟

に

於

い
て

は
支
那
固
有

の
家
族

制
度

た
る
宗

法
を
経

こ
し
、
古
來
支

那

の
學
者

の
理
想

ご
す

る
井

田
法

を
緯

ε
し

て

組

み
立

て
ら

れ
た

る
毛

の

、
如

く
見

ゆ

る
。
然

る
に
彼

の
「
農
宗
答

問
」
(『定
庵
交
拾
遺
』
一
に
盲

ふ
所

を
見

れ
ば
稽
吾

人
の
か

、
る
推
測
を
裏

切

る
が
如

き
も

の
が
あ

る
。

曰
は

く

、

、

、
.

-

噛

問

百
畝
之
法
。
限

田
之
法
也
。

古
池

然
乎
。
答

。
否
否
。
吾

書

始
翠
二
百
畝

「以
起

レ
例
。

古
畳
有
二
限

田
法

H哉

。

貧
富

之
不

レ齊

。
衆
寡

之
不

レ齊

o
或
什
伯
。
或

千
萬
。
.上
古
而

然
。

漢
以
後
末
富

。

三

代
本
宮

。
…
…
:
・大
抵

覗
二
其

人
之
徳
司
有

レ徳
此
有

レ人
。
有

レ
人
此

有

ン土
突

。

天
且
不

二得

而
限
ワ
之

。
王
者
烏
得

而
限

レ之
。
-

是

に
よ
れ
ぜ
彼

が
大
宗
百
畝

ピ
い
ふ
こ
ご
を
盲
-へ
る
は
軍

に
例

示

的

の
も

の

に
過
ぎ
す

し
て
、
其

五
百
畝

た
亀

ε

千
畝
た

る
ε
、
亦
周

ふ
所
.に
弁
ず

ご
す

る
の
で
あ

る
。
然

る
に
是

れ

は
少

し
く
受
取
り
難

き
議
論

で
あ

っ
て
、
彼

が
「
農
宗
」
に
於

い
て
「
百

畝
之
農
」
叉
ば
「
大
宗
百

畝
」
ε
い
ふ
は
、

孟
子
が
「
五
畝

之
宅

百
畝

之
田
」
ピ
言

へ
る
が
如
.

く
、

一
の
建
制

こ
し
て
述

べ
た

る
形

が
あ

る
の
で
あ

っ
て
、殊

に
其

「
百
畝
者
追

而
仕

、謂

二
之
貴
政

之
農

【、
…

・
敢

不
二
百
畝

一者
追

而
仕

、
謂

二
之
充
宗
之
農

】」

ご

い

へ
る
如
き
、
百

畝

ε
百
畝

に
充

た
ざ

る
者

ざ
を

別

っ
て
、
百
畝

以

上

の
も

の
に
封
ず

る
名

禰
を
設

け
ざ

る
を
見

て
も

、
彼

が
「
農
宗

」
を
草
す

る
塒

に
は
百

畝
を
以

て
産
制

ご
す

乙

講

読

襲
自
珍
の
農
宗
誠

」

第
十
巻

(第
六
號

五
五
)

七
七
九

一



U

論

説

襲
自
珍
の
農
宗
親

第
十
巻

〔
.
第
六
號

」五
六
)

七
八
O

の
意
で
あ
っ
π
も
の
ε
推
定
し
て
敢
て
不
都
合
は
な

い
や
う
に
思
は
れ

る
。
但
「
農
宗
答
問
」
に
於

い
て
既
に
彼
自

身
が
其
説
を
改
訂
す
.る
以
上
は
最
早
之

に
從
ふ
の
外
は
な

い
。
然

る
に
彼
は
比
熱
に
就

い
て
そ
れ
以
上
何
等
説
明

す
む
所
な
き
が
矯
め
に
彼

の
眞
意
の
那
邊
に
在
る
か
を
窺
知
す

る
こ
ご
難
き
も
、
惟
ふ
に
敷
百
千
畝
の
土
地
を
占

有
す
る
者
ε
錐
、
.こ

＼
に
擧
げ
た
る
百
畝
の
田
文
は
二
十
五
畝
の
田
を
占
有
す

る
も
の
＼
例
に
倣
ひ
、
其
比
例
を

以
て
敷
十
百
人
の
間
民
を
養
ふ
べ
く
、
其
牧
穫
の
多
き
も
の
程
多
く
の
人
間

に
分
配
す

る
こ
ご
を
要
す

る
が
爲

め

に
、
其
生
活
上
に
於

い
て
は
彼
此

の
間
甚
し
き
懸
隔
を
生
す
る
こ
ε
無
か
る
.べ
ぐ
、
こ
、
に
も
や
は
り
否
均
論

の

意
は
失
は
れ
ざ
る
も
の
で
め
ら
う
ε
思
ふ
。
彼
の

「
貧
富
之
不
レ齊
、
・…
・.上
古
而
然
」
ご
い
ふ
其
貧
富
を
、
彼
は

將
來
唯
土
地
占
有
の
大
小

ε
い
ふ
形
式

訴
於

い
て
存
続
せ
ん
こ
す

る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の

＼
や
う
で
あ
る
。
之
を
要

す

る
に
彼
は
理
想
ε
現
實

ε
を
調
和
せ
ん
`
す

る
結
果
遂
に
實
質
的
に
は
卒
等
に
.し
て
形
式
的
に
は
差
別
あ
る

一

種

の
肚
會
一組
織
に
到
達
せ
る
も
の
ε
思
は
れ
る
。

支
部
に
於

い
て
は
古
来
均
分
政
策
を
主
張
す

る
學
者

は
頗
る
多
く
輩
出
し
て
居
り
、
其
議
論
も
飴
程
徹
底
し
た

も
の
が
な
い
で
は
な

い
が
、

幽併
し
其
議
論
の
徹
底
し
て
居
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
空
想
的
分
子
を
含
む
こ
ご
も
亦
多

い
の
で
あ
る
。
翼
自
珍
妙
農
票
読
は
之
を
分
配
政
策

ε
し
て
観
る
.ε
き
は
梢
不
徹
底

の
嫌
は
あ
れ
ど
、
同
時
に

一

面
に
於

い
て
支
那
固
有
の
慣
習
を
斟
酌
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
所
謂
穏
健

に
し
て
實
行
性

に
富

ん
だ
も

の

ぜ
謂

ふ
こ
ご
が
出
来

や
う
ご
思
.ふ
。
後

に
畢
紫
笥
の
「
衡
論
」
に
宗
法
を
圭

だ
し
て
授
田
の
制
を
取
り
合
せ
、
・均
食

の
論
を
立
て
、
居

る
な
ざ
は
、
固
よ
り
自
珍
の
説
の
影
響
で
あ
る
ε
い
ふ
ご
ε
で
あ
る
の
(完

)

●

,


